
 
 

社会保険等未加入対策 確認フロー図 
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工事担当課が、「施工体制台帳」等により加入状況を確認 

 

未加入発見 

『2次以下の下請業者に対する 
社会保険等への加入指導要請通知書』 

契約課から受注者（元請業者）へ、 
以下の内容の通知を行う 
① 下請業者に加入指導を行うこと。 
② 加入事実を確認できる書類又は 
特別事情申請書を提出すること。 

 
 

 
 

    ＜1次下請業者の場合＞ ＜2次以下の下請業者の場合＞ 

罰則等なし 罰則等あり 
①競争参加資格停止 
②工事成績評定点の減点 
③建設業許可庁への通報 

罰則等なし 

加入事実を確認 
できる書類 
・保険料の領収済 
通知書等の提出 

『1次下請業者に対する 
社会保険等への加入指導要請通知書』 

契約課から受注者（元請業者）へ、 
以下の内容の通知を行う 
① 下請業者に加入指導を行うこと。 
② 加入事実を確認できる書類の提出を 
すること。 

工事担当課が、契約課へ報告 

 

市川市 

受注者 

凡例 

（提出期限：概ね 30日以内） 

２次以下の下請業者における「特別の事情」とは、具体的には以下の通り。  
 ＜特殊技術の必要性＞ 
   特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、特殊技術等を有する者と下請契約を締結しな

ければ契約の目的を達する事ができないことや、その下請業者でなければ目的を達する事が困難と
なることが明らかな場合等。 

 ＜経営・経済的事情＞ 
   社会保険等に加入する意思はあるものの、経営状況が厳しく直ちには加入できない場合等。 

 

罰則等あり 
①競争参加資格停止 
②工事成績評定点の減点 
③建設業許可庁への通報 

加入事実を確認 
できる書類 
・保険料の領収済 
通知書等の提出 

『特別事情申請書』 
・特別の事情が有る
場合に提出する 

特別の事情 

Ｈ31.10.1施行 
市川市契約課 

（提出期限：概ね 30日以内） 


